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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、所沢市（以下「市」という。）における街づくりの基本原則

を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、協働による街づく

りの推進に関する必要な事項並びに適正な土地利用を実現するために必要な手

続及び基準を定めることにより、所沢市民憲章を踏まえた所沢市総合計画基本構



想（所沢市自治基本条例（平成２３年条例第１号）第２２条第２項第１号に規定

する基本構想をいう。以下「基本構想」という。）に掲げる将来都市像の実現に

寄与することを目的とする。 

 （基本原則） 

第２条 市、市民及び事業者は、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて、相

互の理解、信頼及び協力の下に街づくりに取り組まなければならない。 

２ 市、市民及び事業者は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「都計

法」という。）第１８条の２第１項の規定に基づき市が定めた都市計画に関する

基本的な方針（以下「基本方針」という。）に沿って、総合的かつ計画的に街づ

くりを行わなければならない。 

３ 街づくりは、土地基本法（平成元年法律第８４号）に規定する土地についての

基本理念を踏まえて行わなければならない。 

 （用語の定義） 

第３条 この条例における用語の意義は、都計法及び建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号。以下「建基法」という。）に定めるもののほか、次に定めるところ

による。 

 ⑴ 市民 市内において住所を有する者又は事業を営む者、市内に通勤又は通学

する者並びに市内の土地又は建築物の所有者及び規則で定める利害関係者を

いう。 

 ⑵ 地区住民等 市民のうち、一定の地区内において住所を有する者又は事業を

営む者、当該地区内に通勤又は通学する者並びに当該地区内の土地又は建築物

の所有者及び規則で定める利害関係者をいう。 

 ⑶ 事業者 市内における土地の整備、開発又は保全に係る行為を行う者をいう。 

 ⑷ 開発行為等 次に掲げる行為をいう。 

ア 都計法第４条第１２項に定める開発行為 

イ 建基法第２条第１号に定める建築物の建築（既存建築物の全部又は一部を

変更して葬祭場等にする場合を含む。第２７条第１項を除き、以下同じ。 ） 

ウ 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第１条第１項に定める第

一種特定工作物及び同条第２項各号に掲げる施設の建設 

エ  主として建築物の建築を目的とした区画における所沢市水道事業給水条



例（昭和３６年告示第７６号）第５条の規定に基づく給水装置の新設又は所

沢市下水道条例（昭和４０年条例第２４号）第７条第１項の規定に基づく排

水設備等の新設 

 ⑸ 中高層建築物 地階を除く階数が４以上又は建築物の高さ（建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第６号に規定する高さをいう。

以下同じ。）が１０メートルを超える建築物をいう。 

 ⑹ ワンルーム形式建築物 住戸又は住室の数（２以上の建築物がある場合は、

その総戸室数とする。）が９以上で、かつ、その数の２分の１以上の住戸又は

住室の床面積が２５平方メートル未満の建築物をいう。 

 ⑺ 動物霊園 人に飼育されていた犬、猫その他の動物の死骸を火葬するための

焼却設備を有する施設、当該死骸を埋葬し、又は焼骨を納骨するための設備を

有する施設及びこれらの設備を併設する施設をいう。 

 ⑻ 葬祭場等 業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設、業として

遺体を保管する施設その他これらに類する施設をいう。ただし、神社、寺院、

教会その他これらに類する施設と同一敷地内にあるものを除く。 

⑼ 開発事業 開発行為等及び動物霊園の建設をいう。 

 ⑽ 開発事業者 開発事業を行う者をいう。 

 ⑾ 開発事業区域 開発事業を行う区域をいう。 

 ⑿ 大規模開発事業 次に掲げる開発事業を言う。 

  ア 開発事業区域の面積が１０,０００平方メートル以上のもの 

  イ １００戸以上の共同住宅又は延べ面積が１０,０００平方メートル以上の

建築物の建築 

 ⒀ 近隣関係者 次に掲げる者をいう。 

  ア 中高層建築物以外の建築物（葬祭場等を除く。）の建築を伴う開発事業に

あっては、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは

所有する者で、開発事業区域の境界線からの水平距離が当該開発事業に係る

建築物の高さのうち最高の高さの２倍を超えない範囲（その範囲が１０メー

トルに満たない場合は、１０メートル以内）にあるもの 

イ 中高層建築物に該当しない葬祭場等の建築を伴う開発事業にあっては、土

地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者



で、開発事業区域の境界線からの水平距離が２０メートル以内にあるもの

（既存建築物の全部又は一部を変更して葬祭場等にする場合は、開発事業区

域内の土地を所有する者又は建築物の一部を占有する者を含む。ウにおいて

同じ。） 

  ウ 中高層建築物の建築を伴う開発事業にあっては、土地を所有する者又は建

築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者で、開発事業区域の境界

線からの水平距離が２０メートル以内にあるもの及び開発事業区域の境界

線から当該開発事業に係る建築物の高さのうち最高の高さの２倍を超えな

い範囲内であり、かつ、当該開発事業に係る建築物により冬至日の真太陽時

による午前８時から午後４時までの間に日影が地盤面に生ずる範囲にある

もの 

  エ 建築物の建築を伴わない開発事業にあっては、土地を所有する者又は建築

物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者で、開発事業区域の境界線

からの水平距離が１０メートル以内にあるもの 

 ⒁ 周辺関係者 土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若し

くは所有する者で、開発事業区域の境界線から当該開発事業に係る建築物の高

さのうち最高の高さの２倍を超えない範囲（その範囲が２０メートルに満たな

い場合は、２０メートル以内）にあるものをいう。ただし、近隣関係者を除く。 

 ⒂ 特定行為 次に掲げる行為をいう。 

  ア 当該土地を駐車場、資材置場又は作業場として利用する行為 

  イ 分譲又は販売を目的として当該土地の区画形質を変更する行為 

 ⒃ 特定行為者 特定行為を行う者をいう。 

 （市の責務） 

第４条 市は、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて、街づくりに係る施策

を積極的に推進しなければならない。 

２ 市は、前項の施策の立案及びその推進に当たっては、市民からの意見聴取及び

市民への必要な情報の提供を行うものとする。 

３ 市は、市民に対して街づくりに関する情報を発信するとともに、市民の街づく

りに係る活動に対して支援を行うものとする。 

４ 市は、事業者に対して街づくりに関する情報を発信するとともに、適正な助言



又は指導を行わなければならない。 

５ 市は、第２１条に規定する開発事業に係る紛争を未然に防止するとともに、紛

争が生じたときは、迅速かつ適正な調整に努めなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて、自ら主体的に街づ

くりに取り組むとともに、市が行う街づくりに係る施策に積極的に協力しなけれ

ばならない。 

２ 市民は、第２１条に規定する開発事業に係る紛争が生じたときは、自らその解

決に努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて、市が行う街づく

りに係る施策に積極的に協力しなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動によって良好な環境を損なわないよう配慮し、自らの

責任と負担において、その環境への影響の軽減等必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 事業者は、良好な近隣関係が形成できるよう配慮し、第２１条に規定する開発

事業に係る紛争を未然に防止するとともに、紛争が生じたときは、自らその解決

に努めなければならない。 

   第２章 市が主体となって進めるべき街づくりの推進 

    第１節 街づくり推進計画の策定等 

 （街づくり推進計画の策定等） 

第７条 市長は、積極的に街づくりを進めるべき地区を街づくり推進地区（以下「推

進地区」という。）として指定することができる。 

２ 市長は、推進地区を指定したときは、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、推進地区の指定の変更又は解除について準用する。 

４ 市長は、推進地区を指定したときは、次に掲げる事項を内容とする街づくり推

進計画（以下「推進計画」という。）を策定するものとする。 

 ⑴ 推進計画の名称 

 ⑵ 推進地区の位置及び区域 

 ⑶ 推進計画の目標及び方針 



 ⑷ その他街づくりを推進するために必要な事項 

５ 市長は、推進計画の策定に当たっては、推進地区の地区住民等の意見を反映さ

せるため、説明会の開催等必要な措置を講ずるとともに、所沢市都市計画審議会

条例（平成１２年条例第９号）に基づく所沢市都市計画審議会（以下「審議会」

という。）の意見を聴かなければならない。 

６ 市長は、推進計画を策定したときは、公表しなければならない。 

７ 市長は、基本方針を見直すときは、推進計画の内容を反映するものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、推進計画の変更又は廃止について準用する。 

 （推進計画の実施） 

第８条 市長は、推進計画を策定したときは、推進計画に基づき、積極的に推進地

区の街づくりを実施するものとする。 

２ 市長は、推進計画の実施に当たり、市民及び事業者に対して必要な協力を求め

ることができる。 

    第２節 都市計画の案の作成手続等 

 （都市計画の案の作成手続等） 

第９条 市は、都市計画（都計法第１５条の規定により県が定める都市計画及び地

区計画等に関する都市計画を除く。以下この条において同じ。）の案を作成しよ

うとする場合において、都計法第１６条第１項に規定する意見を反映させるため

の必要な措置として、次項から第６項までに規定する手続を行わなければならな

い。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。 

２ 市は、都市計画の原案（都市計画の案を作成するために定める都市計画の案の

内容となるべき事項をいう。以下この条において同じ。）についての説明会（以

下「都市計画の原案説明会」という。）を開催しなければならない。 

３ 市は、都市計画の原案説明会の開催日以後、速やかに当該都市計画の原案に当

該都市計画の決定又は変更をしようとする理由を記載した書面を添えて、２週間

公衆の縦覧に供しなければならない。 

４ 都市計画の原案説明会の開催及び当該都市計画の原案の縦覧は、あらかじめ、

次に掲げる事項を公告するものとする。 

 ⑴ 都市計画の原案の作成の趣旨 

 ⑵ 都市計画の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域 



 ⑶ 都市計画の原案説明会の開催の日時及び場所 

 ⑷ 縦覧の期間及び場所 

 ⑸ その他必要な事項 

５ 市民は、第３項の縦覧の期間中に、縦覧に供された都市計画の原案について、

市に意見書を提出することができる。 

６ 市は、前項の規定により意見書が提出されたときは、当該意見書の要旨を規則

で定める期間内に、公表するものとする。 

７ 市は、第２項から前項までに規定する手続を行うことにより、当該都市計画の

案を作成したときは、都計法第１７条（都計法第２１条第２項で準用する場合を

含む。以下同じ。）に規定する都市計画の案の縦覧の手続を行うものとする。 

８ 市は、都計法第１７条に規定する都市計画の案の縦覧を行うときは、第６項に

規定する当該意見書の要旨を添付しなければならない。 

 （地区計画等の案の作成手続等） 

第１０条 市は、都計法第１６条第２項の規定に基づく都市計画に定める地区計画

等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等の原案」という。）の提示方法

及び意見の提出方法については、次項から第６項までに規定する手続を行わなけ

ればならない。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。 

２ 市は、地区計画等の原案についての説明会（以下「地区計画等の原案説明会」

という。）を開催しなければならない。 

３ 市は、地区計画等の原案説明会の開催日以後、速やかに当該地区計画等の原案

に当該都市計画の決定又は変更をしようとする理由を記載した書面を添えて、２

週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

４ 地区計画等の原案説明会の開催及び当該地区計画等の原案の縦覧は、あらかじ

め、次に掲げる事項を公告するものとする。 

 ⑴ 地区計画等の原案の作成の趣旨 

 ⑵ 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域 

 ⑶ 地区計画等の原案説明会の開催の日時及び場所 

 ⑷ 縦覧の期間及び場所 

 ⑸ その他必要な事項 

５ 市民は、第３項の縦覧の期間中に、縦覧に供された地区計画等の原案について、



市に意見書を提出することができる。 

６ 市は、前項の規定により意見書が提出されたときは、当該意見書の要旨を規則

で定める期間内に、公表するものとする。 

７ 市は、第２項から前項までに規定する手続を行うことにより、当該都市計画に

定める地区計画等の案を作成したときは、都計法第１７条に規定する都市計画に

定める地区計画等の案の縦覧の手続を行うものとする。 

８ 市は、都計法第１７条に規定する都市計画に定める地区計画等の案の縦覧を行

うときは、第６項に規定する当該意見書の要旨を添付しなければならない。 

   第３章 市民主体の街づくりの促進 

 （市民計画の策定等） 

第１１条 市民は、基本構想に掲げる将来都市像の実現を図ることを目的として、

一定の地区（以下「計画地区」という。）を定め、次に掲げる事項を内容とする

街づくりに関する計画（以下「市民計画」という。）を策定することができる。 

 ⑴ 市民計画の名称 

 ⑵ 計画地区の位置及び区域 

 ⑶ 街づくりの目標及び方針 

 ⑷ その他街づくりを推進するために必要な事項 

２ 市民は、市民計画を市長に提出することができる。 

３ 市長は、規則で定める標準的な期間内に、前項の規定により提出された市民計

画が第２条に定める基本原則に沿っているかどうかを判断し、沿っていると認め

たときは、公表するものとする。 

 （協議会による街づくりの推進） 

第１２条 市民は、この章に規定する市民主体の街づくりを推進するため、次の各

号のいずれにも該当する団体（以下「協議会」という。）を結成したときは、市

長にその旨を届け出るものとする。 

 ⑴ 市民計画の策定及び市民計画に基づく街づくりの実現を目的としているこ

と。 

 ⑵ 構成員が計画地区の地区住民等であること。 

 ⑶ 計画地区の地区住民等の自発的な参加の機会が保障されていること。 

 ⑷ 規約等を有し、かつ、代表者の定めがあること。 



２ 前項の規定による届出があった場合は、市長は、協議会の届出の内容を公表す

るものとする。 

３ 第１項の規定による届出をした協議会は、市長に、技術的支援その他必要な支

援を求めることができる。 

４ 市長は、前項の支援の求めがあった場合は、規則で定めるところにより、当該

協議会に対し支援を行うものとする。 

５ 市長は、必要があると認めるときは、協議会に対して、その活動状況について

報告又は説明を求めることができる。 

 （推進計画に反映すべき事項の提案等） 

第１３条 協議会は、推進計画に反映すべき内容の市民計画を策定し、当該市民計

画が次の各号のいずれにも該当するときは、市長に当該市民計画の内容を推進計

画に反映するよう提案することができる。 

⑴  計画地区に住所を有する１８歳以上の者の３分の２以上の同意を得ている

こと。 

 ⑵ 計画地区で事業を営む者の３分の２以上の同意を得ていること。 

 ⑶ 計画地区内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた

地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明ら

かなものを除く。以下「借地権」という。）を有する者（以下「土地所有者等」

という。）の３分の２以上の同意（同意した者が所有するその計画地区内の土

地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその計画地区内の

土地の地積の合計が、その計画地区内の土地の総地積と借地権の目的となって

いる土地の総地積との合計の３分の２以上となる場合に限る。）を得ているこ

と。 

 ⑷ 計画地区が、道路、鉄道、河川、崖その他土地の範囲を明示するのに適切な

ものにより区分されており、かつ、おおむね０.５ヘクタール以上であること。

ただし、当該計画地区における社会的、地形的条件等を勘案してやむを得ない

と認められるときは、この限りでない。 

２ 協議会は、前項の規定による提案を行うときは、推進計画に反映すべき内容及

び提案の理由を記載した書面並びに規則で定める書類を市長に提出しなければ

ならない。 



３ 市長は、第１項の規定による提案があったときは、その内容を公表しなければ

ならない。 

４ 第１項の規定による提案が行われた計画地区の地区住民等は、前項の規定によ

る公表の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、公表された内容につ

いて、市長に意見書を提出することができる。 

５ 市長は、第１項の規定による提案が行われた場合において、遅滞なく、当該提

案を踏まえた推進計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該

推進計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、あらかじめ審議会の

意見を聴き、推進計画の策定又は変更に着手しなければならない。 

６ 市長は、第１項の規定による提案が行われた場合において、遅滞なく、当該提

案を踏まえた推進計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該

推進計画の策定又は変更をする必要がないと判断したときは、あらかじめ審議会

の意見を聴き、その旨及びその理由を当該協議会に通知しなければならない。 

７ 市長は、第５項又は前項の規定により審議会の意見を聴くときは、第４項の規

定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。 

 （街づくり協定の締結の要請等） 

第１４条 協議会は、街づくりに関する協定（以下「街づくり協定」という。）の

案となるべき内容の市民計画を策定し、当該市民計画が次の各号のいずれにも該

当するときは、市長に街づくり協定を締結するよう要請することができる。 

⑴  計画地区に住所を有する１８歳以上の者の５分の４以上の同意を得ている

こと。 

 ⑵ 計画地区で事業を営む者の５分の４以上の同意を得ていること。 

 ⑶ 計画地区内の土地所有者等の５分の４以上の同意（同意した者が所有するそ

の計画地区内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている

その計画地区内の土地の地積の合計が、その計画地区内の土地の総地積と借地

権の目的となっている土地の総地積との合計の５分の４以上となる場合に限

る。）を得ていること。 

 ⑷ 計画地区が、道路、鉄道、河川、崖その他土地の範囲を明示するのに適切な

ものにより区分されており、かつ、おおむね０.５ヘクタール以上であること。

ただし、当該計画地区における社会的、地形的条件等を勘案してやむを得ない



と認められるときは、この限りでない。 

２ 協議会は、前項の規定による要請を行うときは、街づくり協定の名称、位置、

区域及び内容並びに締結を必要とする理由を記載した書面並びに規則で定める

書類を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による要請があったときは、その案の内容を公表しなけ

ればならない。 

４ 第１項の規定による要請が行われた計画地区の地区住民等は、前項の規定によ

る公表の日の翌日から起算して３週間を経過する日までに、公表された内容につ

いて、市長に意見書を提出することができる。 

５ 市長は、第１項の規定による要請が行われた場合において、遅滞なく、その内

容が適当かどうかを判断し、その内容が適当であると認めるときは、あらかじめ

審議会の意見を聴き、街づくり協定を締結することができる。 

６ 市長は、第１項の規定による要請が行われた場合において、遅滞なく、その内

容が適当かどうかを判断し、その内容が適当ではないと判断したときは、あらか

じめ審議会の意見を聴き、その旨及びその理由を当該協議会に通知しなければな

らない。 

７ 市長は、第５項又は前項の規定により審議会の意見を聴くときは、第４項の規

定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。 

８ 市長は、街づくり協定を締結したときは、速やかに、その旨を告示しなければ

ならない。 

９ 前各項の規定は、街づくり協定の変更又は廃止について準用する。この場合に

おいて、「締結」をそれぞれ「変更」又は「廃止」と読み替えるものとする。 

 （街づくり協定の遵守等） 

第１５条 市長は、街づくり協定を締結したときは、街づくりに関する施策の策定

及びその実施に当たり、街づくり協定を遵守しなければならない。 

２ 街づくり協定が締結された地区内の地区住民等及び当該地区内において土地

の整備、開発又は保全に係る行為を行う事業者は、街づくり協定を遵守しなけれ

ばならない。 

３ 街づくり協定が締結された地区内において土地の整備、開発又は保全に係る行

為を行おうとする事業者は、あらかじめ規則で定める事項を市長に届け出なけれ



ばならない。 

４ 市長は、土地の整備、開発又は保全に係る行為が街づくり協定の内容に適合す

るよう、事業者に対して、助言又は指導を行うことができる。 

 （地区計画等及び建築協定等の活用） 

第１６条 市長及び市民は、基本構想及び基本方針等に定める内容を実現し、街づ

くりを推進するため、地区計画等及び建築協定（建基法第６９条に規定する建築

協定をいう。以下同じ。）等の制度の活用に努めるものとする。 

 （建築協定の締結） 

第１７条 建基法第６９条の規定に基づき、次項に定める区域内において、住宅地

としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を

増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目

的とする地上権又は賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明

らかなものを除く。）を有する者は、その土地について一定の区域を定め、その

区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備等に

関する基準についての協定を締結することができる。 

２ 建築協定を締結することができる区域は、市街化区域及び市街化調整区域とす

る。 

 （都市計画の決定等の提案ができるもの） 

第１８条 都計法第２１条の２第２項に規定する条例で定める団体は、協議会とす

る。 

 （都市計画の決定等の提案の取扱い） 

第１９条 市長は、都計法第２１条の２の規定による都市計画の決定又は変更の提

案が行われたときは、その内容を公表しなければならない。 

２ 市民は、前項の規定による公表の日の翌日から起算して２週間を経過する日ま

でに、公表された内容について、市長に意見書を提出することができる。 

３ 市長は、都計法第２１条の４の規定により審議会に付議しようとするとき、又

は都計法第２１条の５第２項の規定により審議会の意見を聴くときは、前項の規

定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。 

 （表彰） 

第２０条 市長は、街づくりの推進に著しく功績のあった個人又は団体を表彰する



ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により表彰するときは、あらかじめ審議会の意見を聴かな

ければならない。 

   第３章の２ 大規模土地取引行為の届出等 

 （大規模土地取引行為の届出） 

第２０条の２ 10,000 平方メートル以上の一団の土地に関する所有権の移転（対価

を得て行われる移転に限る。）を行う契約（予約を含む。以下「大規模土地取引

行為」という。）を締結しようとする当事者の一方 は、規則で定めるところによ

り、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、当事者の一方が市であ

る場合は、この限りでない。 

２ 前項の届出は、当該大規模土地取引行為を締結しようとする日から起算して６

月前までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認

める場合は、この限りでない 。 

 （大規模土地取引行為の届出に関する助言） 

第２０条の３ 市長は、前条の規定による届出があったときは、基本構想に掲げる

将来都市像の実現に向けて、市が行う街づくりに係る施策との調和を図るため、

当該届出をした者に対し、その届出に係る事項について助言を行うことができる。 

２ 市長は、前項の助言を行うに当たり必要があると認めるときは、所沢市開発審

査会条例（平成１４年条例第６号）に基づく所沢市開発審査会（以下「開発審査

会」という。）の意見を聴くものとする。 

   第４章 開発事業の手続等 

    第１節 開発事業の適用対象 

 （適用の対象） 

第２１条 この章から第６章までにおいて対象となる開発事業は、次に掲げるもの

とする。 

 ⑴ 開発行為等で、開発事業区域の面積が５００平方メートル以上のもの 

 ⑵ 同一の開発事業者が、開発行為等の完了の日から１年を経過せずに行う開発

行為等で、区域が隣接し、区域の面積の合計が５００平方メートル以上となる

もの 

 ⑶ 中高層建築物の建築 



 ⑷ ワンルーム形式建築物の建築 

 ⑸ 動物霊園の建設 

 ⑹ 葬祭場等の建築 

 ⑺ 第１号に該当する開発行為等のうち次のいずれかに該当する増築又は改築 

  ア 開発事業区域が変わるもの 

  イ 建築物の用途の変更を伴うもの 

  ウ 延べ面積が１．２倍を超えるもの 

 ⑻ 第３号に該当する建築のうち次のいずれかに該当する増築又は改築 

  ア 開発事業区域が変わるもの 

  イ 建築物の用途の変更を伴うもの 

  ウ 階数又は高さの増加を伴うもの 

  エ 延べ面積が１．２倍を超えるもの 

２ 次に掲げる開発事業については、前項の規定を適用しない。 

 ⑴ 都計法第１２条第１項に定める市街地開発事業 

 ⑵ 建基法第８５条に定める仮設建築物の建築 

 ⑶ 開発事業者本人が居住の用に供する一戸建ての住宅（建基法別表第２（い）

項第２号に該当するものを含む。）の建築又は当該一戸建ての住宅に附属する

建築物の建築 

    第２節 開発事業の周知及び説明 

 （標識の設置） 

第２２条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、近隣関係者及び周辺関

係者に計画の周知を図るため、当該開発事業区域の見やすい場所に、規則で定め

る標識（以下「標識」という。）を設置しなければならない。 

２ 開発事業者は、標識を設置したときは、速やかに、標識設置届により市長に届

け出なければならない。 

３ 標識は、工事の完了の日まで設置しなければならない。 

 （近隣関係者等への説明） 

第２３条 開発事業者は、開発事業の計画について、次の各号に掲げる開発事業の

区分に応じ、当該各号に定める方法により説明を行わなければならない。 

 ⑴ 大規模開発事業及び葬祭場等の建築 次に掲げるとおりとする。 



  ア 近隣関係者を対象として行う説明会の開催 

  イ 標識を設置した日の翌日から１４日以内に開発事業者に対して文書によ

り説明を求めた周辺関係者（以下「特定周辺関係者」という。）を対象とし

て行う説明会の開催、訪問その他市長が認める方法 

 ⑵ 前号の区分以外の開発事業 近隣関係者を対象として行う説明会の開催、訪

問その他市長が認める方法 

２ 開発事業者は、前項の規定により説明を行うときは、当該開発事業について、

書面、図面等を用いて具体的かつ平易に説明するものとし、近隣関係者及び特定

周辺関係者（以下「近隣関係者等」という。）の理解を得るよう努めるものとす

る。 

３ 近隣関係者等は、開発事業者から第１項の規定による説明が行われるときは、

当該説明を受けるよう努めるものとする。 

４ 第１項第１号アに規定する説明会は、標識を設置した日の翌日から起算して１

４日以後に、原則として複数回開催するものとする。この場合において、説明会

に参加しない近隣関係者があるときは、その者に対して訪問その他市長の認める

方法により説明を行うことができる。 

５ 開発事業者は、説明会の日時、場所等について、規則で定める方法により事前

に周知しなければならない。 

６ 開発事業者は、第１項の規定により説明を行ったときは、規則で定める事項を

記載した近隣説明結果報告書を市長に提出しなければならない。 

７ 開発事業者は、近隣説明結果報告書を市長に提出したときは、速やかに、その

旨及び提出年月日を前条の規定により設置した標識に記載しなければならない。 

８ 市長は、近隣関係者等から求められたときは、近隣説明結果報告書を閲覧させ

ることができる。 

    第３節 開発事業の手続 

 （大規模開発事業の手続の特例） 

第２４条 大規模開発事業を行おうとする開発事業者（以下「大規模開発事業者」

という。）は、第２６条の開発事業申請書を提出しようとする日から起算して３

月前までに大規模開発事業に係る計画について、市長と事前相談をしなければな

らない。 



２ 大規模開発事業者は、前項の事前相談を行うに当たっては、大規模開発事業相

談書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の事前相談において、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向

けて、市が行う街づくりに係る施策との調和を図るため、大規模開発事業者に対

し、必要な助言又は指導を行うことができる。 

４ 市長は、前項の助言又は指導を行うに当たり必要があると認めるときは、開発

審査会の意見を聴くものとする。 

５  第３項の規定による助言又は指導を受けた者は、当該助言又は指導に対する対

応について市長に報告しなければならない。 

 （施設管理者等との協議） 

第２５条 開発事業者は、次章に定める施設整備等の基準について、市長その他の

施設管理者等と協議しなければならない。 

 （開発事業の申請） 

第２６条 開発事業者は、標識を設置した日の翌日から起算して１４日（大規模開

発事業にあっては６０日、中高層建築物及び葬祭場等の建築にあっては３０日）

を経過した日又は第２２条第２項の標識設置届を届け出た日の翌日から起算し

て７日を経過した日のいずれか遅い日以後に、開発事業申請書を市長に提出し、

承認を受けなければならない。 

２ 前項の開発事業申請書には、規則で定める図書等を添付しなければならない。 

 （開発事業の承認） 

第２７条 市長は、前条の開発事業申請書の提出を受けたときは、規則で定める標

準的な期間内に、内容を審査し、次に掲げる承認基準（既存建築物の全部又は一

部を変更して葬祭場等を建築する場合にあっては、第２号及び第３号に限る。）

に適合するときは、開発事業を承認しなければならない。 

 ⑴ 次章に定める施設整備等の基準に適合していること。 

 ⑵ 標識を適正に設置していること。 

 ⑶ 第２３条第６項の規定による近隣説明結果報告書の内容が規則で定める事

項に適合していること。 

２ 市長は、前項各号に定める承認基準に適合していないと認めるときは、同項に

規定する標準的な期間内に申請者に対し、その内容の補正又は第２３条第１項に



規定する説明を行うよう求めるものとする。この場合における内容の補正又は説

明に要する日数は、前項に規定する標準的な期間に算入しない。 

３ 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、第１項の規定

による承認について条件を付すことができる。 

４ 開発事業者は、当該開発事業について都計法第３５条第２項に規定する開発許

可の通知又は建基法第６条第１項、第６条の２第１項若しくは第１８条第３項に

規定する確認済証の交付までに、第１項の規定による承認を受けるよう努めなけ

ればならない。 

５ 開発事業者が第１項の規定による承認を受けた日の翌日から起算して３年以

内に当該開発事業の工事に着手しない場合は、当該承認はその効力を失う。ただ

し、当該開発事業の工事に着手しないことにつき、やむを得ない理由があると市

長が認めた場合は、この限りでない。 

 （工事着手の制限） 

第２８条 開発事業者は、前条第１項の規定により市長が承認した日以後でなけれ

ば、開発事業の工事に着手してはならない。 

 （工事着手の延期等の要請） 

第２９条 市長は、第６章に規定するあっせん又は調停のため必要があると認める

ときは、開発事業者に対し期間を定めて工事着手の延期又は工事の停止を要請す

ることができる。 

 （開発事業の施行及び維持管理） 

第３０条 開発事業者は、開発事業の施行に当たっては、第２７条第１項の規定に

より市長が承認した内容を遵守しなければならない。 

２ 開発事業者は、第３３条第２項の開発事業検査済証の交付以後において、建築

物の敷地及び施設並びに土地利用に関して、自主管理するものについては、適正

に維持管理するよう努めなければならない。  

（工事着手の届出） 

第３１条 開発事業者は、工事に着手したときは、工事着手の日の翌日から起算し

て７日以内に工事着手届により市長に届け出なければならない。 

 （中間検査） 

第３２条 市長は、必要があると認めるときは、中間検査を実施することができる。 



 （工事完了の届出及び検査） 

第３３条 開発事業者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届により市長

に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による工事完了届の届出があったときは、届出があった日

から起算して１４日以内に当該開発事業の内容を検査し、その内容が第２７条第

１項の規定により市長が承認した内容に適合していると認めるときは、開発事業

検査済証を交付しなければならない。 

 （開発事業の変更承認及び廃止） 

第３４条 開発事業の承認を受けた者は、当該開発事業の内容を変更しようとする

場合においては、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更

をしようとするときは、この限りでない。 

 ⑴ 第５７条に定めるあっせん及び第６１条に定める調停に係る開発事業の変

更 

 ⑵ 当該開発事業の変更の内容が規則で定める軽微な変更 

２ 開発事業の承認を受けた者は、前項ただし書の変更をしたときは、遅滞なく、

その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 第２２条から第３２条まで及び次章の規定は、第１項の規定による承認につい

て準用する。この場合において、第２６条第１項の規定中「標識を設置した日の

翌日から起算して１４日（大規模開発事業にあっては６０日、中高層建築物及び

葬祭場等の建築にあっては３０日）を経過した日又は第２２条第２項の標識設置

届を届け出た日の翌日から起算して７日を経過した日のいずれか遅い日以後に」

とあるのは「標識の設置後速やかに」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の場合における前条及び次条の規定の適用については、同項の場合によ

る承認に係る変更後の内容を開発事業の承認の内容とみなす。 

５ 開発事業者は、開発事業を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出

なければならない。 

 （地位の承継） 

第３５条 開発事業の承認を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が

有していた当該承認に基づく地位を承継する。 

２ 開発事業の承認を受けた者から当該開発事業区域内の土地の所有権その他当



該開発事業に関する工事を施工する権原を取得した者は、当該開発事業の承認を

受けた者が有していた当該開発事業の承認に基づく地位を承継することができ

る。この場合において、当該地位を承継した者は、速やかに開発事業承継届によ

り市長に届け出なければならない。 

３ 前２項の規定により地位の承継が行われた場合においては、この条例の規定に

より被承継人が行った手続その他の行為は、承継人が行ったものとみなし、被承

継人に対して行った承認、手続その他の行為は、承継人に対して行ったものとみ

なす。 

   第５章 施設整備等の基準 

    第１節 公共施設等の整備の基準 

 （道路の整備） 

第３６条 開発事業者は、開発事業区域内の道路の幅員、勾配、舗装厚等について

は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）その他の関係法令及び所沢市道路の構

造の技術的基準等を定める条例（平成２４年条例第４９号）に定める基準に適合

するよう整備しなければならない。 

２ 開発事業者は、前項に定めるもののほか、道路の整備については、市長が定め

る基準に適合するよう努めなければならない。 

 （下水道の整備） 

第３７条 開発事業者は、開発事業区域を含む集水区域全体の計画下水量を勘案し

て、所沢市公共下水道計画に適合した汚水及び雨水の排除及び処理方法を定める

ものとする。 

２ 開発事業者は、下水道施設又は排水設備の設置、増設又は改築をしようとする

ときは、都計法、下水道法（昭和３３年法律第７９号）、所沢市下水道条例及び

同条例の施行のための企業管理規程並びに所沢市公共下水道事業分担金条例（平

成１４年条例第３８号）及び同条例の施行のための企業管理規程で定める基準に

よらなければならない。 

３ 開発事業者は、前項に定めるもののほか、下水道施設又は排水設備の整備につ

いては、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が定める基準に適合す

るよう努めなければならない。 

 



 （上水道施設等の整備） 

第３８条 開発事業者は、上水道施設、給水装置その他給水施設を整備しようとす

るときは、水道法（昭和３２年法律第１７７号）並びに所沢市水道事業給水条例

及び同条例の施行のための企業管理規程で定める基準によらなければならない。 

２ 開発事業者は、前項に定めるもののほか、給水装置その他給水施設の設置につ

いては、管理者が定める基準に適合するよう努めなければならない。 

 （公園等の整備） 

第３９条 開発事業者は、一戸建ての住宅、共同住宅又は長屋の用途に供する建築

物（以下「住居系建築物」という。）の建築をしようとする場合において、当該

開発事業が都計法に規定する開発許可を要する開発行為に該当し、開発区域の面

積が３,０００平方メートル以上のときは、開発区域内に都計法その他関係法令

に定める公園、緑地又は広場を設置しなければならない。ただし、土地区画整理

事業施行地区内等については、この限りでない。 

２ 前項の公園、緑地又は広場を設置しようとするときは、都計法その他の関係法

令及び所沢市都市公園条例（昭和４５年条例第１０号）に定める基準に適合する

よう整備しなければならない。 

３ 開発事業者は、前項に定めるもののほか、公園、緑地又は広場の整備について

は、市長が定める基準に適合するよう努めなければならない。 

    第２節 自然環境及び生活環境の整備の基準 

 （みどりの保全及び創出） 

第４０条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、市長が定める基準によ

り、開発事業区域内において、みどりの保全及び創出に努めなければならない。 

 （雨水流出抑制施設の整備） 

第４１条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、市長又は管理者が定め

る基準により、開発事業区域内の雨水を処理するよう努めなければならない。 

 （消防水利施設の設置） 

第４２条 開発事業者は、消防活動の水利を確保するため、埼玉西部消防組合管理

者が定める基準により、開発事業区域内の消防水利施設として防火水槽の設置に

努めなければならない。 

 



 （防災上の配慮） 

第４３条 開発事業者は、中高層建築物の建築をしようとするときは、埼玉西部消

防組合管理者が定める基準により、防災上の配慮をするよう努めなければならな

い。 

 （防災備蓄倉庫の設置） 

第４４条 開発事業者は、住居系建築物の建築をしようとするときは、市長が定め

る基準により、自主防災活動に必要な食料及び資機材等を備蓄するため、防災備

蓄倉庫の設置に努めなければならない。 

 （ごみ集積所の設置） 

第４５条 開発事業者は、住居系建築物の建築をしようとするときは、市長が定め

る基準により、開発事業区域内に居住者の利便に供するため、ごみ集積所の設置

に努めなければならない。 

 （廃棄物の処理） 

第４６条 開発事業者は、開発事業により排出される廃棄物の処理をしようとする

ときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第３

条の規定によらなければならない。 

 （駐車施設の整備） 

第４７条 開発事業者は、周辺道路等の交通安全及び交通に及ぼす影響の緩和のた

め、市長が定める基準により、駐車施設の整備及び維持管理に努めなければなら

ない。 

 （集会施設の設置） 

第４８条 開発事業者は、住居系建築物（ワンルーム形式建築物を除く。）の建築

をしようとするときは、市長が定める基準により、開発事業区域内に居住者が集

会その他コミュニティ活動に利用するため、集会施設の設置に努めなければなら

ない。 

 （周辺環境の保全） 

第４９条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、規則で定める法令等を

遵守し、周辺環境を保全しなければならない。 

 （安全対策） 

第５０条 開発事業者は、開発事業区域内及びその周辺の交通安全及び事故防止に



ついて、市長が定める基準により、安全対策を講ずるよう努めなければならない。 

 （テレビジョン電波受信障害の対策） 

第５１条 開発事業者は、開発事業によりテレビジョン電波受信障害が生ずると予

測されるときは、市長が定める基準により、共同受信設備の設置その他受信障害

の解消に必要な対策を講ずるよう努めなければならない。 

 （建築物の敷地面積、外壁又は柱の後退距離及び高さ） 

第５２条 開発事業者は、良質な生活環境の保全のため、建築物の敷地面積、外壁

又は柱の後退距離及び準工業地域（都計法第８条第１項に規定する地域をいう。）

における建築物の高さについては、市長が定める基準に適合するよう努めなけれ

ばならない。 

 （高齢者、障害者等への配慮） 

第５３条 開発事業者は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）、埼玉県福祉のまちづくり条例（平成７年埼玉県条

例第１１号）、所沢市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例（平成２４年条例第４８号）及び所沢市移動等円滑化のために

必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平成２４年条例第５０号）を遵守

するものとする。 

２ 開発事業者は、老人福祉施設及び介護保険施設等の建設を計画するに当たって

は、所沢市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に適合させるものとする。 

３ 開発事業者は、障害者福祉施設等の建設を計画するに当たっては、所沢市障害

者支援計画に適合させるものとする。 

 （文化財の保護） 

第５４条 開発事業者は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）、埼玉県文

化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第４６号）及び所沢市文化財保護条例（昭

和３３年告示第３５号）に基づき、文化財の保護に努めなければならない。 

 （墓地等の設置等） 

第５５条 開発事業者は、墓地等を設置又は変更しようとするときは、墓地、埋葬

等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）並びに所沢市墓地等の経営の許可等

に関する条例（平成１３年条例第１１号）及び同条例の施行のための規則で定め

る基準に適合させなければならない。 



 （共同住宅及びワンルーム形式建築物の管理） 

第５６条 開発事業者は、共同住宅又はワンルーム形式建築物の建築をしようとす

るときは、市長が定める基準により、周辺環境に配慮した管理計画とするよう努

めなければならない。 

   第６章 開発事業に係る紛争の調整 

    第１節 あっせん 

 （あっせん） 

第５７条 市長は、開発事業に係る近隣関係者及び開発事業者（以下「紛争の当事

者」という。）間の紛争の調整を行うため、次の各号のいずれかに該当するとき

は、あっせんを行う。 

 ⑴ 紛争の当事者双方から申出があったとき。 

 ⑵ 紛争の当事者の一方から申出があった場合において、市長が相当の理由があ

ると認めるとき。 

２ 前項各号の申出は、当該紛争に係る開発事業の工事着手の前までに行わなけれ

ばならない。ただし、工事により発生した騒音及び振動、じんあいの飛散その他

工事の実施に係る紛争については当該工事の完了時までに、テレビジョン放送の

電波の受信障害に係る紛争その他市長が必要と認める紛争については当該工事

の完了時から１年以内に申出を行うことができる。 

３ 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、紛争の当事者に対し、

意見を聴くために出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。こ

の場合において、紛争の当事者が出席せず、又は資料を提出しないときは、市長

は、出席し、又は資料を提出するよう勧告することができる。 

４ 市長は、紛争の当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解

決されるよう努めなければならない。 

 （あっせんの打切り） 

第５８条 市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決

の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 

 （調停の勧告） 

第５９条 市長は、前条の規定によるあっせんを打ち切った場合において、必要が

あると認めるときは、紛争の当事者に対し、次節に定める調停に移行するよう勧



告することができる。 

    第２節 調停 

 （所沢市開発事業紛争調停委員会） 

第６０条 次に掲げる事項を行うため、所沢市開発事業紛争調停委員会（以下「調

停委員会」という。）を置く。 

 ⑴ この節に定める開発事業に係る紛争の調停に関すること。 

 ⑵ 市長の諮問に応じて、紛争の予防及び調整に係る重要事項について調査審議

し、その結果を答申すること。 

２ 調停委員会は、法律、建築又は都市計画等の分野に関し優れた知識と経験を有

し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱

する委員３人以内で組織する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

５ 調停委員会は、市長が招集する。 

６ 前各項に定めるもののほか、調停委員会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （調停） 

第６１条 市長は、第５９条の規定により勧告した場合において、次の各号のいず

れかに該当するときは、調停に付すことができる。 

 ⑴ 紛争の当事者双方がその勧告を受諾したとき。 

 ⑵ 紛争の当事者の一方が勧告を受諾した場合で、市長が相当の理由があると認

めるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、紛争の当事者双方があっせんの手続を経ないで調停

を行うことを申し出たときは、市長は、調停に付すことができる。 

３ 調停委員会は、調停のために必要があると認めるときは、紛争の当事者に対し、

意見を聴くために出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

４ 調停委員会は、必要に応じ、調停案を作成し、紛争の当事者に対し、相当の期

限を定めてその受諾を勧告することができる。 

  



（調停の終了又は打切り） 

第６２条 調停委員会は、紛争の当事者間に調停が成立する見込みがないと認める

ときは、調停を打ち切ることができる。 

２ 前条第４項の規定による勧告がされた場合において、当該勧告で指定された期

限までに紛争の当事者双方から受諾する旨の申出がないときは、当該調停は打ち

切られたものとみなす。 

３ 調停委員会は、調停が終了したとき、又は打ち切られたときは、市長に報告書

を提出し、紛争の当事者に対し通知しなければならない。 

 （あっせん及び調停の非公開） 

第６３条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。 

   第７章 特定行為 

 （特定行為の届出等） 

第６４条 特定行為者は、特定行為の内容について市長に届け出なければならない。

ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 

 ⑴ 当該特定行為に係る土地の面積が５００平方メートル未満のもの 

 ⑵ 市街化区域内で行うもの 

 ⑶ 第２１条に規定する開発事業 

 ⑷ 国又は地方公共団体が行うもの 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか規則で定めるもの 

２ 特定行為者は、安全性の確保のために必要な措置を講ずるものとする。 

 （特定行為者に対する措置） 

第６５条 市長は、前条第１項の規定による届出があったときは、市が実施する施

策との調和を図るため、その特定行為者に対し、特定行為について必要な助言又

は指導を行うことができる。 

   第８章 雑則 

 （立入調査） 

第６６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、開発事業者から開発事

業に係る工事その他の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員

に開発事業区域に立ち入らせ、工事その他の状況を調査させることができる。 

２ 前項の規定により市職員が土地又は建物に立ち入るときは、その身分を示す証



明書を携帯し、開発事業者又は工事施工者から求められたときは、これを提示し

なければならない。 

３ 第１項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。 

 （勧告） 

第６７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、必要な勧告をする

ことができる。 

 ⑴ 第２８条（第３４条第３項において準用する場合を含む。）の工事着手の制

限に違反した開発事業者 

 ⑵ 偽りその他不正な手段により、第２７条第１項（第３４条第３項において準

用する場合を含む。）の規定による承認を受けた者又は第３３条第２項の規定

による開発事業検査済証の交付を受けた者 

 ⑶ 第３０条第１項（第３４条第３項において準用する場合を含む。）の規定に

違反した開発事業者 

 ⑷ 第３３条第１項の規定による工事完了届を届け出ない開発事業者 

 ⑸ 前条第１項の報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じない者 

 ⑹ 第６１条第３項の規定による出席の求め又は資料の提出の求めに応じない

者 

 ⑺ 第２０条の２の規定による大規模土地取引行為の届出を行わない者 

 ⑻ 第２９条（第３４条第３項において準用する場合を含む。）の規定による要

請に正当な理由がなく応じない開発事業者 

 ⑼ 第６４条第１項の規定による特定行為の届出を行わない特定行為者 

 （命令） 

第６８条 市長は、前条第１号から第６号までのいずれかに該当する者に対して、

工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて是正するための必要な

措置を講ずるよう命ずることができる。 

 （公表） 

第６９条 市長は、前条の規定による命令を行い、開発事業者がその命令に従わな

い場合は、当該開発事業者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地をいう。以下この条において同じ。）並びに命令に



違反した事実その他規則で定める事項を公表することができる。 

２ 市長は、第６７条第７号に該当する者に勧告を行い、当該者がその勧告に従わ

ない場合は、その氏名及び住所その他規則で定める事項を公表することができる。 

３ 市長は、第６７条第８号に該当する者に勧告を行い、当該開発事業者がその勧

告に従わない場合は、その開発事業者の氏名及び住所その他規則で定める事項を

公表することができる。 

４ 市長は、前３項の規定により公表するときは、当該公表に係る者に意見を述べ

る機会を与えなければならない。 

 （委任） 

第７０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   第９章 罰則 

 （罰則） 

第７１条 第６７条第１号又は第２号に該当し、かつ、第６８条の規定による市長

の命令に違反した者は、６月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

 （両罰規定） 

第７２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

 （条例の見直し） 

２ 市長は、この条例の施行状況等を勘案し、必要に応じてこの条例について見直

す措置を講ずるものとする。 

 （所沢市建築協定条例等の廃止） 

３ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 ⑴ 所沢市建築協定条例（昭和４７年条例第４２号） 

 ⑵ 所沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例（昭和５９年条例第２０号） 

 ⑶ 所沢市中高層建築物の建築に係る紛争調停委員会設置条例（平成３年条例第

５号） 



 （経過措置） 

４ この条例の施行の際現に都市計画の決定又は変更の手続を行っている都市計

画のうち、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に当該都市計画の

案を作成するため、都計法第１６条第１項の規定によることを明らかにして公聴

会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じたものについては、

第９条第２項から第６項までの手続を行ったものとみなす。 

５ この条例の施行前に附則第３項第１号の規定による廃止前の所沢市建築協定

条例の規定により行われた建築協定及び建築協定に係る手続その他の行為は、こ

の条例の相当規定により行われた建築協定及び建築協定に係る手続その他の行

為とみなす。 

６ この条例の施行前に附則第３項第２号の規定による廃止前の所沢市地区計画

等の案の作成手続に関する条例の規定により行われた地区計画等の案の作成手

続は、第１０条第２項から第６項までの手続とみなす。 

７ この条例の施行の際現に附則第３項第３号の規定による廃止前の所沢市中高

層建築物の建築に係る紛争調停委員会設置条例（以下「旧調停委員会条例」とい

う。）に基づく所沢市中高層建築物の建築に係る紛争調停委員会（以下「旧調停

委員会」という。）の調停に付されている案件は、第６０条第１項の規定により

調停に付されている案件とみなす。 

８ この条例の施行の際現に旧調停委員会条例第３条の規定により委嘱された旧

調停委員会の委員である者は、施行日に第６２条第２項の規定により調停委員会

の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第３項の規定にかかわ

らず、施行日における旧調停委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間

とする。 

９ この条例の施行の際現に旧調停委員会条例第５条の規定により定められた旧

調停委員会の会長である者又は同条第３項の規定により指名された委員である

者は、それぞれ、施行日に、調停委員会の会長又は指名された委員とみなす。 

１０ この条例の施行前において、所沢市開発行為等に関する指導要綱（平成３年

４月１日施行）第７条の規定により標識設置届出書が提出された開発事業につい

ては、この条例の規定は適用しない。この場合において、中高層建築物の建築に

係る紛争の調停の申出については、調停委員会を旧調停委員会とみなし、調停委



員会に行うものとする。 

１１ この条例の施行の際現に着手している特定行為については、第７章の規定は

適用しない。 

 （所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

１２ 所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４３年条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表中高層建築物の建築に係る紛争調停委員会の項を次のように改める。  

開発事業紛争調停委員会 会長 〃 25,000 円 

委員 〃 23,000 円 

   附 則（平成１９年３月２６日条例第１１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２１年９月２５日条例第２１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第５３条第２項の改

正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の所沢市街づくり条例（以下「新条例」という。）の規定（第２章及び

第３章を除く。）は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新条

例第２２条第２項の標識設置届が提出される開発事業について適用する。 

３ 新条例第２０条の２及び第２０条の３の規定は、施行日から６月が経過する日

後に締結しようとする大規模土地取引行為について適用する。 

４ 施行日以後に新条例第２２条第２項の標識設置届が提出される大規模開発事

業のうち、施行日前に改正前の所沢市街づくり条例第２４条第２項の規定により

大規模開発事業相談書の提出があった大規模開発事業については、新条例第２４

条第１項中「３月前」とあるのは「４５日前」とする。 

   附 則（平成２３年９月３０日条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成２４年９月２８日条例第３４号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 



  附 則（平成２４年１２月２８日条例第６１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の所沢市街づくり条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例

の施行の日以後に新条例第２６条第１項の開発事業申請書が提出される開発事

業について適用する。 

   附 則（平成２６年３月３１日条例第２７号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月３１日条例第９号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置）  

２ 改正後の所沢市街づくり条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和２年

１０月１日以後に新条例第２２条第２項の標識設置届が提出される開発事業（新

条例第３条第４号エに該当する開発行為等を除く。） について適用する。 

附 則（令和３年１２月２３日条例第３６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（街づくり推進計画に反映すべき事項の提案に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の所沢市街づくり条例（以下「新条例」という。）第１

３条第１項第１号の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後に街づくり推進計画に反映すべき内容及び提案の理由を記載した書面並びに

規則で定める書類（以下この項において「書面等」という。）が提出される提案

について適用し、施行日前に書面等が提出された提案については、なお従前の例

による。 

（街づくり協定の締結の要請に関する経過措置） 

３ 新条例第１４条第１項第１号の規定は、施行日以後に街づくりに関する協定の

名称、位置、区域及び内容並びに締結を必要とする理由を記載した書面並びに規



則で定める書類（以下この項において「書面等」という。）が提出される要請に

ついて適用し、施行日前に書面等が提出された要請については、なお従前の例に

よる。 

附 則（令和７年３月１９日条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

３ この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前

の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前

の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に

定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）第２条の規定

による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」

という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限

る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」

という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６

条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち

懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘

留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例

の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、

無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられ

た者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期

を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

 


